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  中小企業省力化投資補助金                 

Ｑ：中小企業省力化投資補助金というもの

があるそうですが、どのようなものですか？                         

                                              

Ａ：次のような制度です。 

【解説】  

中小企業省力化投資補助金とは、IoTやロボ

ットなどの付加価値額向上や生産性向上に効

果的な汎用製品を「製品カタログ」から選択・

導入することで、中小企業等の付加価値や生

産性の向上、さらには賃上げにつなげること

を目的とした補助金です。 

補助対象者は人手不足の状態にある中小企

業等で、カタログに掲載された製品が補助対

象となります。また、補助上限額は従業員数ご

とに次のようになっています。 

・従業員数５名以下場合200万円(300万円) 

・６から20名以下の場合500万円(750万円) 

・21名以上の場合1,000万円(1,500万円) 

※補助率は1/2以下で、賃上げ要件を達成し

た場合は、カッコ内の上限額に引上げられま

す。 

申請に際しては、補助対象製品を省力化の

ために設備投資して、①労働生産性を年平均

成長率3.0%以上向上させる事業計画を策定し、

それに向けて取り組むこと、②賃上げによる

補助上限額を適用する場合は、事業場内最低

賃金を45円以上増加させ、給与支給総額を

６％以上増加させることが要件となります。 
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